
Ⅰ  事業の概要

1  水源林地域対策事業

対策事業に要した経費に対し、次のとおり助成を行った。

①

事 業 費 助 成 額 備 考

7.26 ha 7,357,590 円 1,470,000 円

　－ ha 忌避剤等

　－ ｍ 防止柵

19.63 ha 4,024,150 1,608,000

6.29 ha 3,578,680 1,431,000

0.40 ha 59,200 23,000

334.90 ha 83,710,560 33,346,000

36.57 ha 29,274,028 1,986,000

47.57 ha 10,608,110 8,486,000

138,612,318 48,350,000

328.0 ｍ 2,750,000 1,650,000 　1　路線

－ － 　　路線

2,750,000 1,650,000

合　　　　　計 141,362,318 50,000,000
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  業務方法書第５条第１項の規定に基づき、水源林地域の地方公共団体が講じた水源林

県内助成事業

事 業 名 事 業 量
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平 成 31 年 度 事 業 報 告 書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

(1) 水源林対策事業

 



②

事 業 費 助 成 額 備 考

－ ha － 円 － 円

9.00 ha 704,000 560,000 忌避剤等

－ ｍ － － 防止柵

－ ha － －

4.11 ha 1,166,000 460,000

－ ha － －

14.51 ha 4,509,810 2,980,000

－ ha － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

6,379,810 4,000,000
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県外助成事業

事 業 名 事 業 量

 



水源林保全流域協働事業

①

備 考

9 人

337.03 ha

2,733.839 ㎥

2,733.839 ㎥

5.63 ha

331.40 ha

間伐  16.51 ha

間伐  16.51 ha

② 水源林管理事業

2  水源地域対策事業

① 水源地域振興事業等

た。

6,476,500

419,320

10,000,000

20,550,200

189,093,717

(A)226,539,737

181,231,000

合　　　計 236,939,737

助成額　（Ａ）×800／1000

 町道井戸入中島線整備事業  改良工事 20,550,200

 清嶺地区観光休憩施設整備事業  施設建築　外構工事 189,093,717

 林道境川線整備事業  舗装工事 1,219,320

 若者定住促進事業  若者定住促進 10,000,000

事　　業　　名 事業内容 事業費 助成対象事業費
（設楽町負担額）

 林道境川線整備事業  改良工事 16,076,500

　水源林管理事業費積立資産より14,037,797円の取り崩しを行った。

(1) 設楽ダムに係る水源地域対策事業

　業務方法書第５条第１項第６号及び第１２号の規定に基づき、設楽ダムに係る水源地

域の振興を図るため、水源地域振興事業等に要した経費に対し、次のとおり助成を行っ

　森林づくり事業 ２法人 3,087,777 3,000,000

合　　計 155,120,634 91,093,680

　測量等調査事業 － － －

　造林事業 25,275,508 25,169,000

　特別強化間伐事業 80,594,440 32,397,000

　水源林整備協定事業 25,275,508 25,169,000

　間伐材搬出事業 8,201,517 3,274,000

　高齢級間伐事業 788,200 630,000

　人材育成事業 37,173,192 26,623,680

　間伐推進事業 89,584,157 36,301,000

(2)

 　業務方法書第４条の規定に基づき、水源林地域の市町村及び認定法人が講じた水源林

 保全流域協働事業に要した経費に対し、次のとおり助成を行った。

助成対象事業

事 業 名 事 業 量 事　業　費 助　成　額

（単位： 円）

（単位： 円）



② 生活再建対策事業

1,030,000

③ 設楽ダム水源地域対策積立事業

3

Ⅱ

1

2

議案の審議を行い承認した。

3 　令和元年６月２０日　第１２回評議員会を開催し、平成３０年度事業報告外６件の

議案の審議を行い決議及び承認した。

4 　令和元年１０月１６日　第２２回理事会(決議の省略）において、第１３回評議員会

の開催を決議した。

5 　令和元年１０月２０日　第１３回評議員会（決議の省略）において、理事を選任した。

6 　令和元年１１月１日　第２３回理事会(決議の省略）において、第１４回評議員会の

開催を決議した。

7 　令和元年１１月７日　第１４回評議員会（決議の省略）において、理事を選任した。

8 　令和２年２月５日　第２４回理事会を開催し、令和２年度事業計画外７件の議案の

審議を行い承認した。

9 　令和２年３月３０日　第２５回理事会(決議の省略）において、第１５回評議員会の

開催を決議した。

　平成３１年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第

３４条第３項に規定する、事業報告の内容を補足する重要な事項はないので附属明細書は

作成しない。

一般的事項

　平成３１年４月１日　第１１回評議員会（決議の省略）において、監事を選任した。

　令和元年５月２８日　第２１回理事会を開催し、平成３０年度事業報告外８件の

 水源地域集会施設等維持管理事業 施設維持管理費等 3,368,746 3,276,457

合　　　計 7,926,046 7,833,757

 引地公民館　外壁改修工事 外壁塗装 3,445,200 3,445,200

 市道六本松浅川線側溝改良工事 改良工事 1,112,100 1,112,100

　業務方法書第４条第１号及び第３号の規定に基づき、新城市（鳳来地域）水源地域対

策基金事業に要した経費に対し、次のとおり助成を行った。

事　　業　　名 事業内容 事業費 助成額

 固定資産税一部相当額支給事業 1,030,000 1,030,000

　設楽ダム水源地域対策事業費積立資産へ429,116,278円の積み立てを行った。

(2) 新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業

し、次のとおり助成を行った。

事　　業　　名 事業費
助成対象事業費 助成額
（設楽町負担額）

　（Ａ）×
（Ａ）

　業務方法書第５条第１項第９号の規定に基づき、設楽ダム建設により、移転を余儀な

くされた者の生活再建を図るため、設楽町が講じた生活再建対策事業に要した経費に対

1,000
1,000

（単位： 円）

（単位： 円）（単位： 円）


